
    地域 

項目 
岸 和 田 市 （開発行為等の手続等に関する条例） 

適用範囲（国・

府・市は除く） 

１．都市計画法第２９条の規定による開発許可 

２．市街化調整区域内における都市計画法第４２条及び第４３条の規定による建築許可（自己の居住の用に供する建築物を除

く 。 ）                                     

３．建築基準法第４２条の規定による道路位置指定 

４．宅地造成等規制法第８条による許可の必要なもの 

５．建設戸数３戸以上 

６．共同住宅等の建築行為 

７．高さ１０mを超えるもの、又は延べ面積が５００㎡以上の建築行為                           
宅地事業計画  

 

 

 1 戸建住宅 長 屋 

第 1 種低層住居専用地域・ 第 2種低層住居専用地域 １５０㎡以上 １００㎡以上 

商業、近隣商業地域 １００㎡以上 ６０㎡以上 

その他の地域 １００㎡以上 ７０㎡以上 

協議・協定 法令等に基づく許認可申請前に市長と協議すること。 

公共・公益施

設の負担 

建設戸数５００戸以上の住宅開発について、別表１の合計の２分の１に相当する公益施設用地を負担する。 

（別表１） 

公益施設用地 

施設名 保育所 幼稚園 小学校 中学校 集会所 計 

１戸当たり １，８３４㎡ ２１，６７７㎡ １１，６３７㎡ ７，９０９㎡ １，０００㎡ ２４，５４７㎡ 

負担面積の合計の1㎡未満は切り捨てるものとする。 

 

（別表２） 

公益施設用地の負担及び施設設置基準 

施 設 建設戸数    

保育所１所分 １，２００戸につき 

幼稚園１園分 １，２００戸につき  

小学校１校分 ２，１３３戸につき 

中学校１校分 ３，２７２戸につき 

集会所１所分 （第５条）１００戸につき（用地） 

（第６条）１５０戸につき（施設） 

別表２以上の戸数規模の開発については、各々の施設及び用地を負担する。 

 

公 

共 

・ 

公

益

施

設 

道 路 開発区域内、外の道路計画については、別に定める基準により整備を行うこと。 

公 園 １．開発面積の３％、又は、建設戸数×３㎡のどちらか大きい面積を確保すること。ただし、算出された公園面積が１００㎡未 

満となる場合、及び区画整理区域内については負担なし。 

２．開発区域３，０００㎡以上の場合、公園面積１００㎡以上とする。 

３．共同住宅又は寄宿舎について、１により算出された公園面積が３００㎡未満となる場合、開発者等による自主管理公園とす 

ることができる。 

上・下水道 １．上水道施設について上下水道事業の管理者の権限を行う市長と協議すること。  

２．下水道施設は別に定める基準による設置・改修し関係権利者等と協議すること。 

消 防 １．別に定める基準により消防水利施設を設置すること。 

２．４階以上の建築をするときは梯子車が活動できる空き地を設けること。 

し尿処理

施設 

建築戸数５０戸以上は集中汚水処理施設を設置すること。（共同住宅を除く） 

教 

育 

施 

設 

小学校 

中学校 

幼稚園 

保育所 

上記、公共・公益施設の負担を参考 

公害対策 発生のおそれがあるときは担当課と協議すること。 

文化財の保護 文化財保護法に基づき関係機関の指示に従い、発見のときは教育委員会の指示に従うこと。 

その他の措置 駐車場及び自転車駐車場は、建築戸数と同数以上設けること。 

単身者住宅（専有面積３５㎡未満）で用途地域が商業地域、近隣商業地域及び鉄道駅から半径５００ｍ以内の地域では、０．５

台以上/戸（小数点以下は切上げ）、それ以外は戸数と同数以上 

施行改正年月日 平成22年 7年 1日施行 

 


